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一叩之
・碇
次
郎
亦
辿
堕
し
て
抗
に
雌
せ
ら
れ
た
が
、

m

m幼
な
る
を

U
て
哲
〈
一
一
知
預
と
な
っ
た
。
明
治
二

年
十
H
m附
友
風
の
削
非
を
散
し
、
原
級
三
分
の
二
を

隣
太
郎
に
給
し
、
汁
四
年
九
且

χ
そ
の
殉
難
を
温
貸

し
て
的
州
制
批
に
合
犯
し
、
十
二
月
特
園
田
を
以
て
正

五
付
を
附
ら
れ
た
。

フ
ワ
ナ
ホ
カ
ド
不
破
直
阪

泊
桝
梅
次
郎

・
彦

=
一
。
初
綿
一
川
品
開
。
元
文
四
年
義
父
右
京
総
品
開
の
也
知

四
千
五
刊
石
を
製
ぎ
、
定
火
消
・公
邸
拐
容
行
・4
珊寺

枇
奉
行
を
縦
、
九
年
御
家
老
策
若
年
寄
に
任
じ
、
安

永
六
年
七
M
M
十
九
日
聞
出
し
た
。

フ
ワ
ナ
ホ
Z
ツ

不

破

産

光

一

名
肪
光
、

χ
家

光
。
泊
桝
彦
コ
一
。
父
河
内
守
光
治
の
天
正
八
年
十
二

且
残
し
た
後
家
を
縞
ぎ
、
越
前
府
中
三
市
山
=
一
千
石
を

節
し
、
十
年
=
一
周
越
中
に
於

い
て
小
均
六
左
衛
門
与

の
一
授
が
、
制
保
越
中
守
長
住
を
白
山
械
に
附
ん
だ

問
、
柴
川
勝
家

・
前
川
利
い
北
部
"
と
共
に
佐
い
て
之
を

平
ら
げ
た
。
十
一
年
初
日
抵
の
刑
制
柴
努
育
と
械
は
ん
が

お
共
を
虻
江
に
出
し
た
問
に
、
四
且
二
，寸
日
直
光
は

佐
久
川
川
崎
政
の
先
鋒
と
な
っ
て
、
中
川
消
努
の
大
岩

認
を
M
陥
っ
た
が
、
布
。
討
の
取
械
に
逃
げ
師
。
、
却
を

得
て
引
を
除
か
れ
た
。
後
利
家
伐
に
印
刷
う
て
数
さ
れ
、

家
臣
と
し
て
こ
瓜
三
千
石
〈
軍
制
究
部
に
出
国
る
。
同

純
に
は
一
ニ
凶
五
苛
石
に
作
る
。
)
を
典
へ

、
次
い
で
米

議
・
一
辿
泊
・山
聞
東
の
役
に
従
ひ
、
院
長
三
年
入
且
残
し

た
。

子
孫
H
K
く
務
に
仕
へ
る
。

フ
ワ
ハ
チ
ロ
ベ
Z

不
破
八
郎
兵
衛

前
倒
利
市

に
仕

へ
て
二
百
石
を
領
し
た。
子
採
滞
に
悦
裂
す
る
。

フ
ワ
ヒ
ロ
ツ
ナ
不
破
魔
綱

源
六
と
秘
し
た
。

史
的
の
人
。
父
拙
内
の
後
を
裂
ぎ
、
竹
パ
叫
械
を
慌

し、

総
同
信
長
に
仕

へ
、
天
E
J
I
二
年
信
雄

・
家
肢

を
後
け
て
翁
鋭
努
古
田
に
抗
し
た
が
、
敵
す
る
を
得
ず

し
て
域
を
致
し
、
寸
九
年
前
凶
利
家
に
仕

へ
、
一

一品

ぎ
、
文
化
三
年
九
且
定
火
前
に
任
じ
、
十
四
年
九
且

寺
批
判
中
行
と
な
り
、
後
御
免
、
文
政
七
年
裂
し
た
。

フ
ワ
主
ン
パ
不
破
丹
波

源
六
郎
削
酬
の
鰯
子
。

幼
名
長
三
郎
。
父
の
政
六
千
石
を
袈
rF
、
腿
M
E
T
-
年

八
月
大
山
揖
寺
城
征
伐
の
途
上
、
小
松
城
札
口
湖

MKRに

糾
到
す
る
氏
と
し
て
寺
西
禿
勝
と
共
に
千
代
鎮
の
守
将

と
な
っ
た
。
後
出
を
一
位
て
能
州
に
刷
山
町
し
総
玖
し
た
。

フ
ワ
チ
ユ
ウ
ザ
エ
モ
ン
不
破
忠
左
衛
門

文
撤

回
年
別
刷
利
a
生
に
仕
へ
て
凶
行
石
を
鮒
し
、
足
料
閉

じ
結
み
、
院
長
五
年
大
山
一
J
O

守
的
役
に
戦
死
。

子
孫
滞

に
川
製
寸
る
。

フ
ワ
デ
ン
ベ
エ
不
破
偲
兵
衛
前
川
利
家
に
仕

〈
て
三
百
石
を
制
し
た
o
子
孫
六
代
直
次
郎
幼
少
で

政
三
山
一
を
受
け
、
安
永
元
年
早
川
断
叫
肥
し
た
。

7
・
ワ
ト
モ
カ
ゼ
不
破
友
風

迎
桝
山
太
郎
。
文

政
六
年
三

H
十
四
日
生
。
十
二
年
組
父
治
部
右
衛
門

友
売
の
也
知
三
の
一
を
公
け
、
天
保
苅
年
以
融
引
一
九

十
石
に
復
し
、
組
外
に
列
し
た
が
、
後
大
小
終
組
に

判
じ
、
」
柿
侠
川
刊
凶
岡
町
凶
脱
出
d

に
殺
し
た
。
友
風
脳
幹

長
大
、
最
も
給
術
に
鐙
し
、
民
間
'
円
借
を
町
中
ぶ
附
そ

の
射
手
を
命
ぜ
ら
れ
る
や
、
し
恰
も
糾
似
し
て
勝
を
誤

る
が
如
き
こ
と
な
か
っ
た
か
ら
、
鹿
取
は
そ
の
剛
直

を
愛
し
、
待
つ
に
酢
跡
地
を
以
て
し
た
。
友
印
刷
出
に
魚

抽出を
以
て
主
義
と
し
、
同
誌
と
共
に
阿
世
出
a

を
mw
泊目す

る
即
あ
り
、
一冗
治
元
年
川
出
場
に
従
う
て
京
附
に
在
る

や
長
滞
と
策
郎
し
、
長
滞
が
然
酬
を
犯
し
て
君
側
の

刻
を
泊
め
ん
が
録
的
制
(
の
助
盛
を
前
ふ
の
必
製
あ
る

際
、
之
を
加
到
滞
領
近
江
総
柑
に
迎
へ
お
ら
ん
こ
と

を
採
っ
た
。
慨
に
し
て
郁
行
収
れ
ず
、
入
且
十
六
日

隣
町
d

に
先
だ
っ
て
金
制
仰
に
訟
。
、
久
徳
川
間
兵
衛
・明

日
斧
古
口
に
合
し
て
事
悩
を
紛
っ
た
が
、
直
に
加
へ
ら

れ
て
前
出
獄
物
の
郎
に
仰
せ
ら
れ
、
十
月
十
八
日
切

胞
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
附
に
年
間
十
二
。
二
子
服
太
郎

F 

七
三
四

三
千
九
十
四
山
を
賜
は
り
、
院
長
元
年
却
に
入
千
石
を

加
へ
、
人
持
組
問
に
任
ぜ
ら
れ
、
次
い
で
侍
従
利
政

に
殺
し
、
五
年
大
型
寺
の
役
に
従
ひ
、
設
街
し
て
裂

し
た
。
子
孫
滞
に
品
川
却
す
る
。

フ
ワ
フ
カ
ア
キ
ラ
不
破
澄
明

治
郎
左
衛
門
限

磁
の
子
で
、
同
姓
字
平
次
の
後
を
受
け
、
百一市
十
石

を
領
し
た
。
初
名
勘
太
夫
、緩
和
平
。
時
間
は
波
明
、後

に
雌
。
定
番
潟
組
組
に
斑
し
、表
御
納
戸
時
中
行
・御
近

習
番
を
料
、
明
和
入
年
御
使
番
よ
り
漸
く
池
ん
で
番

顕
と
な
り
、
臓
は
明
利
八
年
七
十
石
、

天
明
五
年
前

石
、
六
年
百
八
十
石
を
加
へ
て
五
百
石
と
な
り
、
政

政
九
年
四
且
差
拍
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、七
月
数
さ
れ、

十
二
年
致
仕
し
て
介
翁
と
総
し
、
料
三
一
白
石
を
受
け

た
。
残
年
不
詳
。
竣
明
、
鋭
付
南
京
。
務
思
蔚
然
怖

を
以
て

一
川
に
勝
れ
、
務
中
心
前
回
虫
敬
り
そ
の
才
を

愛
し
、
恩
則
一
巡
び
に
至
っ
た
。
俊
明
の
感
、
初
め
古

田
輸
を
唱
へ
、
(
久
鰐
放
と
大
に
組
合
を
問
問
に
し
た
が
、

前
回
治
怖
の
新
井
出
餓
を
服
し
て
製
舎
を
設
〈
る
に

及
び
、
選
ば
れ
て
早
校
方
御
用
と
な
り
、
是
よ
り
訟

に
朱
氏
に
院
し
た
。
授
明
智
て
旨
を
奉
じ
て
態
様
六

容
を
作
。
、
又
ぃ
良
概
政
裂
を
削
僻
し
て
之
を
怒
っ
た
。

手
新
助
才
県
あ
っ
て
踏
を
能
く
し
た
が
、
天
明
二
年

七
且
亡
命
し
た
。

フ
ワ
マ
サ
ヨ
シ
木
被
方
好

泊

勝
平
左
衛
門
。

彦
三
勝
次
の
二
子
で
、
彦
三
一
お
貞
の
弟
。
融
加
同
日
共

に
五
百
石
を
領
し
、
大
小
勝
抜
許

・
御
歩
聞
か
ら
漸

〈
昇
っ
て
御
持
組
聞
に
主
り
、
卒
保
九
年
致
仕
し
て

秩
タ
と
脱
し
、
十
二
年
十
一

且
白
日
入
十
五
磁
を
以

て
夜
。

い
で
滞
に
仕
へ
る
。

フ
ヲ
ξ
ツ
イ
ヘ
不
破
光
家

迎
柄
引
九
郎
左
衛
門
。

。
文
京
岐
守
光
肪
は
小
早
川
秀
駄
の
毘
で
あ
っ
た
。
元

利
三
年
前
川
利
常
に
召
出
さ
れ
、
三
百
石
を
節
し
て

御
馬
刷
出
に
班
し
、
放
郎
冗
年
五
且
明
日
。
子
孫
相
続
い

で
滞
に
仕
へ
る
。

フ
ワ
ミ
ツ
ナ
ガ
不
破
光
一説

逝
抑
制
大
問
、
。
不
山

知
宮
の
子
。
不
破
彦
三
直
光
の
民
日
以
九
兵
衛
の
議

子
と
な
。
、
関
東
仰
に
従
う
た
が
、
九
兵
衛
が
入
王

子
役
に
戦
死
し
た
る
を
以
て
、
邸
仰
の
後
前
倒
利
長

は
之
を
甘
竹
山
し
て
不
批
剛
氏
に
山
田
し
、
一
-
千
侠
を
血
(
へ

た
。
光
永
峰
山
封
五
年
の
役
に
彦
三
光
昌
の
陣
代
と
な

っ
て
曜
に
従
ひ
、
又
足
料
開
と
し
て
大
坂
同
役
に
川

征
し
た
。

フ
ワ

Z
ツ
ノ
プ
不
破
盈
叙

泊
糾
市
左
衛
門
。

初
め
御
居
川
均
主
で
丹
誠
と
い
う
た
。
後
御
歩

・
新

訴
を
絞
て
、
元
文
広
年
新
知
二
百
石
を
受
け
、
組
外

に
列
し
、
見
保
一
冗
年
刊
石
、三
年
割
配
十
石
を
加
へ

、

延
享
二
年
大
小
将
に
進
み
、
明
和
五
年
十
二
且
朔
抗

十
ア
山
政
を
以
て
授
。

子
孫
柑
幽
嗣
い
で
総
に
仕
へ
る
。

フ
ワ

Z
ツ
ハ
ル
不
破
光
治

活
酬
明
彦
三
叉
付
河

内
守
。
元
凶
州
の
士
で
土
岐
氏
に
付
へ

、
元
地
元
年

織
川
信
日
以
の
幕
下
に
邸
し
た
。
天
正
三
年
信
長
か
ら

越
附
府
中
十
庇
石
を
前
川
利
家
・
佐
々
成
政
・不
破
光

治
の
三
人
に
賜
は
り
、
北
凶
の

R
付
と
し
た
が
、
天

正
八
年
十
三
月
十
四
日
放
し
た
。

フ
ワ

εツ
マ
サ
不
獄
光
昌

泊
稿
彦
=
一
。
直
光

の
は
剛
男
。
凶
長
三
年
父
の
裂
後
幼
な
る
を
以
て
除
五

千
石
を
給
は
り
、
明
年
訂
千
石
を
加
へ

、
五
年
大
型

寺
の
役
に
は
家
臣
不
似
光
永
を
側
代
と
し
て
従
川
さ

せ
、
大
坂
闘
役
に
出
陣
し
た
。
寛
永
元
年
割
問
。

フ
ワ
ミ
ツ
ヤ
ス
不
破
光
保

辺
都
五
郎
兵
衛
。

安
永
八
年
詮
父
新
兵
衛
光
点
の
辿
知
百
八
十
石
を
製

フ
ワ
ミ
チ
ト
モ
不
磁
道
奥

辺
都
品
川
前
・丹
下
・

久
左
衛
門
。

一一
市
左
衛
門
侃
叙
の
弟
。
初
め
御
居
間
坊

主
で
巴
一
あ
っ
た
が
、
認
保
二
年
新
知
百
石
を
受
け
て
組

外
に
列
し
、
=一年一白一主
十
石
を
同
情
し
た
。
子
孫
樹
綴

6
ふ
i
l
l
γ
I


